
 
《施設台帳の見方（表面・用語解説）》  

１.施設情報 

施設名、所在地、施設を管理している課、施設を構成している棟の情報が記載され 
ています。 

２.基本情報 

① ＦＭ計画再配置方針 
長寿・・・大規模改修、または建替により施設機能を存続。 
統合・・・同じ機能の施設を一つに集約する先の施設。統合後は長寿。 
統減・・・統合により機能を他に移し、建物は用途廃止。 
複合・・・異なる機能の施設を一つに集約する先の施設。統合後は長寿。 
複減・・・複合により機能を他に移し、建物は用途廃止。 
維持・・・改修、建替または大きな支出を伴わない範囲での維持。老朽化、 

改修、建替しなければ維持困難となった場合は廃止、解体対象。 
譲渡・・・民間事業者や団体等へ譲渡する予定の施設。 
廃止・・・機能を廃止し、建物の利活用または解体を検討していく施設。 

② 建築年月日    施設が建設された年月日 
③ 構造       施設の主要構造 
④ 建物延床面積   施設の延床面積 

（構成する棟が複数あればすべてを合計した面積） 
⑤ 経過年数     建築年月日から計算した現在の経過年数 
⑥ 残存年数（標準） 施設の主要構造から割り出した標準耐用年数から経過  

年数を引いた年数 
⑦ 標準耐用年数   施設の主要構造の標準耐用年数 
⑧ 目標耐用年数   予防保全により施設を維持した年数の目安 
⑨ 敷地区分     底地の区分 
⑩ 指定管理者の有無 指定管理の有無 
⑪ その他      投票所の役割の有無 
⑫ 屋内指定緊急避難所及び指定避難所 

         【施設】の緊急避難所及び指定避難所の指定の有無 
         （屋外の情報は含まれません） 

⑬ 施設外観     施設の写真 
⑭ 設置目的     条例等に記載されている、施設の設置目的 
⑮ 関連条例等    施設を設置する根拠となる条例等 

３.施設維持管理情報 

施設を維持するためにかかった経費（直近５年間のデータ）。 
 人件費（参考値）  年間維持管理職員（施設を維持するために要した職員数）に 

平均給与を乗じて出した参考値 
  年間収入      行政財産使用料等により得られた年間収入 
４.年間利用者数・生徒数・児童数・職員数 

施設の性質に応じ、施設を利用している、職員数、年間利用者数、生徒数、児童 
数を表示。実数の場合は実データ、概算の場合は概算で算出した数値。 

５.市民一人当たりコスト 

年間収入から経費を引いた額を人口で割った、市民一人当たりコストの目安 
６.大規模改修予想額、建替に必要な経費予想額 

個別施設計画で算出した、改修もしくは建替に必要な経費の予想額を表示。 

７.ページコード 
目次の右側に書かれたコードに同じ。ページ数のかわりに付したコード。 

 





 

《施設台帳の見方（裏面・用語解説）》 

１.施設の基本情報 

施設の基本情報を示した欄 

２.個別施設計画における基本取扱い方針 

今後 10 年以内の方針を表示。方針は下記のとおり。 

基準 方  針 

Ａ ３年以内に建替・大規模改修の検討を行うことが望ましい 

Ｂ ６年以内に建替・大規模改修の検討を行うことが望ましい 

Ｃ ３年以内に外部仕上材の改修の検討を行うことが望ましい 

Ｄ ６年以内に外部仕上材の改修の検討を行うことが望ましい 

Ｅ ３年以内に設備改修の検討を行うことが望ましい 

Ｆ ６年以内に設備改修の検討を行うことが望ましい 

Ｇ １０年以内に外部仕上材の改修の検討を行うことが望ましい 

Ｈ 当面の間改修等の必要なし 

 

３.個別施設計画における施設の総合評価 

以下の基準に基づき判定 

 【施設の総合評価点】 

（((Ⓐ築年数×Ⓑ構造係数)×Ⓒ耐震調査係数)＋ 

(Ⓓ劣化度×10)＋Ⓔ加点項目)×Ⓕ施設重要度 

  Ⓐ 築年数 

  Ⓑ 構造の違いによる耐用年数の補正を行うための係数 

   構 造 係数 

鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄骨造 １.０ 

木造、軽量鉄骨造、その他 １.２ 

  Ⓒ 耐震化の調査が必要な建物を優先するための係数 

   必要調査項目 係数 

耐震化 １.０ 

エレベーター、特定天井 ０.７ 

必要なし ０.５ 

  Ⓓ 令和元年度に実施した劣化度調査による、外壁・屋根の平均劣化度 

  Ⓔ 加点項目 

① 施設劣化度調査において、人的被害につながる可能性のある箇所の評価に 

応じて、屋根外壁においては項目毎に 2 点、その他箇所いついては 0.5 点 

を加点した。 

② 施設の利用状況に応じて以下の点数を加点。 

利用度 レベル 加点 

高い 上位 ３０％ ５ 

やや高い ３１～ ５０％ ３ 

やや低い ５１～ ８０％ １ 

低い ８１～１００％ ０ 
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  Ⓕ ＦＭ計画の施設重要度を反映するための係数 

   施設重要度分類 係数 

庁舎・地域局・消防分署    （行政系施設） 

小学校・中学校・給食センター （学校教育系施設） 

斎場・生活環境施設      （供給処理施設） 

１.５ 

公民館・集会施設等 １.２ 

上記以外 １.０ 

 

 【総合評価点による施設劣化度評価】 

    総合評価点を基に、下記により一次判定を行ったもの。 

表示 総合評価点 判 定 

Ⅰ ８０点以上 特に修繕の必要有 

Ⅱ ６５点以上８０点未満 修繕の必要有 

Ⅲ ５０点以上６５点未満 修繕の検討を要する 

Ⅳ ５０点未満 ある程度健全な状態 

 

４.劣化度評価 

各部位の項目を下記基準により評価した平均値。 

 評価基準 施設劣化度 

著しく見られる 

【屋上】仕上面にふくれが３０％以上の範囲で見られる 

【屋根】仕上面に錆、剥離が３０％以上で見られる 

【外壁】仕上面に亀裂・ふくれが３０％以上の範囲で見られる 

    塗装のはがれが３０％以上の範囲で見られる  他 

５ 

やや見られる 

【屋上】仕上面にふくれが３０％未満の範囲で見られる 

【屋根】仕上面に錆、剥離が３０％未満で見られる 

【外壁】仕上面に亀裂・ふくれが３０％未満の範囲で見られる 

    塗装のはがれが３０％以上の未満で見られる  他 

３ 

ほとんど見られない 

【屋上】上記以外のもの 

【屋根】上記以外のもの 

【外壁】上記以外のもの  他 

１ 

 

  設備のⅰ+～ⅲの説明については、台帳中の注意書きのとおり。 

 

５.過去の改修履歴 

建物カルテに記載されている、改修履歴のうち、直近のもの 5 つを抜粋して記載。 

  ※2018 年以前の改修履歴 

 

６.施設所管課意見及びＦＭ推進本部意見 

施設所管課意見と、それを踏まえたＦＭ推進本部意見 

 

 

 

 




